
道路運送車両の保安基準【2020.3.31】 

第67条（基準の緩和） 

－1－ 

 （基準の緩和） 

第67条 第55条の規定は、原動機付自転車について準用する。 

２ 第56条第3項の規定は、原動機付自転車について準用する。 

 

 


